
川崎市上下水道局規程第１７号 

 川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一

部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

          川崎市上下水道事業管理者 白 鳥 滋 之 

 

川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程

の一部を改正する規程 

川崎市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程（昭

和３８年川崎市水道局規程第１７号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に

、「１００分の７２．５」を「１００分の７１．２５」に改める。 

第４条第１項中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に

、「１００分の５２．５」を「１００分の５１．２５」に改める。 

第４条の４第１項第１号中「１００分の１２１」を「１００分の１１９．７

５」に、「１００分の２１５」を「１００分の２１２．５」に改め、同項第２

号中「１００分の１１３．５」を「１００分の１１２．２５」に、「１００分

の１２１」を「１００分の１１９．７５」に改め、同項第３号中「１００分の

１０６」を「１００分の１０４．７５」に改め、同項第４号中「１００分の１

００」を「１００分の９８．７５」に改める。 

第４条の５第１項第１号中「１００分の５５」を「１００分の５３．７５」

に改め、同項第２号中「１００分の５２．５」を「１００分の５１．２５」に

改め、同項第３号中「１００分の５０」を「１００分の４８．７５」に改める

。 

 第１１条第２項中「１００分の１５」を「１００分の１７．５」に、「１０



０分の１０」を「１００分の１２．５」に、「１００分の７．５」を「１００

分の１０」に、「１００分の６」を「１００分の８．５」に改める。 

 第１７条第３項中「市の掲示場に掲示する」を「川崎市公報に登載する」に

、「掲示を始めた」を「登載した」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１７条の改正規

定は、同年５月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の規程第１７条第３項の規定は、前項ただし書に規定する施行の日

以後にする文書の交付について適用し、同日前にした文書の交付については

、なお従前の例による。 


